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1．はじめに

　高知職業能力開発促進センターでは平成18年度の
事業として，高知県の電気工事業を対象とした人材
高度化研究会（現：人材育成研究会）を実施した（対
象団体：高知中央電気工事業協同組合）。
　この研究会は，当センターと地域の産業界が共に
意見を出し合い「これからの業界を担う人材の育
成」を考えるための場として「業界を活性化させる
人材をどのように育成していくか」を体系的・具体
的に構築することを目的とした。
　本稿では人材高度化研究会による職業能力開発体
系の作成と更新，および平成19年度から平成23年度
までの人材育成コース実施状況について報告する。

2．平成18年高知県電工事業人材高度化研究会

2.1　人材高度化研究会の実施について

　平成18年における人材高度化研究会は３回で実施
した。実施内容については表１のとおりである。

2.2　人材育成プランの提示

　第２回人材高度化研究会では，人材育成ニーズ調
査結果をもとに職業能力開発体系の提案を行った。
　提案した能力開発体系のポイントは「新技術」「原
価管理・積算」「施工管理」とし，電気工事業の標
準的な職業能力開発体系に組み込んで提示した。
　提示した体系（案）に対し，内容については「調

査結果が反映されており良くできている」と評価を
いただいたものの，表現が一般的でないことから
「活用しづらいのではないか」という意見等もあっ
た。また，他団体やメーカなどでもさまざまな能力
開発コースが存在するが，一覧で見ることのできる
資料が存在しないことから，他団体やメーカ等が主
催するコースも含んだ体系を作成してほしいとの要
望も出された。
　第３回人材高度化研究会では，職業能力開発体系
という表現を「人材育成プラン」と改め，内容も標
準的な職業能力開発体系からポイントとなる項目の
みを抜粋して作成した。また，人材育成ニーズ調査
結果から分析した「課題解決のために必要な要素」
と要素を習得するための「コース体系」が一目でわ
かるように改善し，第２回人材高度化研究会で要望
のあった「他団体等の主催するコース」については
実施機関がわかるように表現を追加した。さらに，
現在は「未計画」であるが体系的に必要なコースも

表１　人材高度化研究会の流れ

第１回人材高度化
研究会

・�目的の確認と方向性の検討および人
材育成ニーズ調査の概要説明

人材育成ニーズ調
査（事務局で実施）

・�各委員への予備調査と郵送による本
調査の実施
・�調査結果の分析

第２回人材高度化
研究会

・�人材育成ニーズ調査結果の報告と能
力開発体系の提示および検討
・�モデルコースの提案

人材育成ニーズ補
完調査（事務局で
実施）

・�分析した結果，不明確であった内容
の補完調査（主要企業へのヒアリン
グ調査）

第３回人材高度化
研究会

・�人材育成プラン（案）と人材育成コー
ス（案）の提案

高知県の電気工事業における人材育成の
取り組みについて

―地域に根差した人材育成を目指して―
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含めてコース体系を作成し，再提案を行った。
　その結果，各委員から「わかりやすく使いやすい
体系ができた」と好評であった（図１平成18年高知
県電気工事業人材育成プラン参照）。

2.3　人材育成コースの設定

　第３回人材高度化研究会では人材育成プランとと
もに人材育成コースのモデルカリキュラムについて
も提案を行った。モデルカリキュラムを提案する際
には当センターで実施が可能かどうかを考慮せず，
必要と考えるコースすべてについて提案を行うこと
とした。また，講師およびコース内容，コース料金
等に関する最終調整は，団体が「自立してコース設
定を行えること」を目標として，高知中央電気工事
業協同組合に「作業部会」を設置して行った。
　作業部会には当センター職員も委員として参加
し，平成19年度の実施コースに関する企画・調整を
行った。実施コースは，「電気設備設計」「原価管理，
積算」「実践施工技術」「光LAN，地上波デジタル
放送」の４コースとし，「光LAN，地上波デジタル
放送」は当センターセミナーコースとして，他３
コースについては団体の主催する事業内援助コース
として企画した。「電気設備設計」「原価管理，積算」
の担当講師は実際に現場で活躍されている方を選任
することとなったが，「実践施工技術」は講師が見
つからず当センター講師が担当することとした。
　コース料金に関しては多数の団体組合員に受講し
ていただくことを考慮し，高知中央電気工事業協同
組合でコース料金に対する助成制度を行うことが総
会で提案され承認された。これにより，団体組合員
は¥3,000－程度（受講者数等により異なる）の料金
で人材育成コースの受講が可能となった。

3．人材育成コースの実施状況 

3.1　受講者数の推移

　平成19年から平成23年までに実施した人材育成
コースの受講者数の推移を図２に示す。
　人材育成コースの受講者数は平成19年度が41名
（定員60名，定員充足率68.3%），平成20年度が98名

（定員80名，定員充足率123％），平成21年度が151名
（定員120名，定員充足率126％），平成22年度が178
名（定員120名，定員充足率148％），平成23年度が
183名（定員152名，定員充足率120％）で５年連続
の増加となっている。また，団体組合員について
は，平成20年度に受講者数が25名（12名減少），平
成22年度に受講企業数が17社（33社減少）と実績の
低下があったことから，人材育成コースの追加や公
報の見直しなどの対応を行った。
　実施した人材育成コースでは受講者アンケートを
実施しており，分析したデータをもとに総括を作成
し，団体役員会等で実施報告と次年度への改善提案
を行った。（詳細については次節に記述する）

3.2　人材育成コースの企画・実施と改善提案

　平成19年度からの平成23年度における人材育成
コースの企画・実施の状況と，受講者アンケート等
から分析した年度ごとの課題，および改善提案を表
２に示す。

4．人材育成プランの更新

　平成19年度から平成23年度における人材育成コー
スの実施は平成18年高知県電気工事業人材高度化研
究会で作成した「人材育成プラン」（職業能力開発
体系）に基づくものであり，各年度で整理した実施
上の課題（人材育成コースの総括）やニーズ調査結
果等を「人材育成プラン」に反映するとともに，平
成21年度には社団法人高知県設備協会を対象団体と
して「平成21年高知県設備業（電気工事分野）人材

図２　人材育成コース受講者数の推移
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育成研究会」を実施し，「人材育成プラン」の見直
しを行った。
　社団法人高知県設備協会は管工事部会と電気工事
部会から組合員が構成されており，高知県設備協会
の電気工事部会と高知中央電気工事業協同組合の組
合員企業は８割以上が重複している。また，平成21
年度に実施した人材育成研究会の委員は10名中５名
が平成18年度に引き続いての委嘱であった。
　平成21年度の人材育成研究会では，平成18年度同
様に目的・方針の確認と人材育成ニーズの企画・調
査実施から取り組んだが，調査結果が平成18年度と

ほぼ同様であったことから，「人材育成プラン」は
平成18年度版の更新・発展版として作成することと
した。また，新たな「人材育成プラン」作成の方針
としては「多能工の育成」をテーマとし，「人材育
成プラン」を作成することが目的ではなく，「これ
からの業界を担う人材の育成」が目的であることを
確認した。
　そこで「人材育成プラン」は，単に「期待される
人材像」と「求められる能力」，および「人材育成
コースの体系」を明確にする資料というだけではな
く，企業ごとで社員のキャリアを構築していくため

表２　人材育成コースの企画・実施と改善状況

年 人材育成コース名 人材育成コースの企画 実施状況・課題 改善提案

平
成
19
年
度

【技術習得コース】
１．電気設備設計
２．原価管理・積算
３．実践施工技術
４．光LAN，地上波デ
ジタル放送
（No．４は当センター
在職者訓練コース）

・団体作業部会を設置して企画・調
整を行い，全４コースを計画した。
・光LAN，地上波デジタル放送は
当センター在職者訓練として，その
他のコースは団体主催の事業内援助
コースとして実施した。
・電気設備設計，原価管理・積算の
２コースについては団体で講師を担
当したが，実践施工技術は講師が見
つからず当センター職員が担当し
た。

・定員を15名と設定したが，１コー
ス当たり10名程度しか受講者を確保
できず，団体事務局に不足金が発生
した。

・団体役員会で，定員と価格設定の
見直しを提案した。⇒次年度より10
名定員で価格等の見直しを行った。

・実践施工技術のカリキュラム内容
が電気設備設計および原価管理，積
算コースと重複していた。

・実践施工技術は次年度より廃止と
した。

・地上波デジタル放送について，
メーカ主催の講習会などが実施され
ていた。

・光LAN，地上波デジタル放送は
他機関で実施していることから次年
度より廃止とした。

平
成
20
年
度

【技術習得コース】
１．電気設備設計
２．原価管理，積算

【資格取得コース】
３．第二種電気工事士
学科対策講習
４．第二種電気工事士
実技対策講習
５．消防設備士４類対
策講習
（すべて団体主催の事
業内援助コース）

・団体事務局長が退任したため，当
センター職員が企画・調整を代行し，
全５コースを計画した。
・前年度に実施した受講者アンケー
トの結果より，要望の多かった資格
取得コース（３コース）を追加した。

・消防設備士４類対策講習の受講申
込者が６名と少なく，団体事務局と
相談の上，中止とした。

・消防設備士４類対策講習は次年度
より廃止とした。

団体事務局の事情により，団体作業
部会を設置せずにコースの企画・調
整を行った。

・団体役員会で，次年度に向けて再
度団体作業部会を設置することを依
頼した。⇒団体経営委員会で担当す
ることとなった。

・全体の受講者数は増加したが，技
術習得コースを２コース廃止して資
格取得コースを３コース追加したた
め「団体組合員受講者」が減少して
しまった。

・団体作業部会でニーズ調査を行
い，要望の高い技術習得コースを追
加することとなった。

平
成
21
年
度

【技術習得コース】
１．電気設備設計
２．原価管理，積算
【資格取得コース】
３．第二種電気工事士
学科対策講習
４．第二種電気工事士
実技対策講習
５．第一種電気工事士
学科対策講習
６．第一種電気工事士
実技対策講習
（すべて団体主催の事
業内援助コース）

・平成21年度の人材育成コースは団
体作業部会でニーズ調査を行い企
画・調整を行うとしたが，組合員数
185社中５社しか回答が得られず，
計画どおり進めることができなかっ
た。
・ニーズ調査が分析できなかったた
め，受講者アンケートで要望の高
かった第一種電気工事士対策講習を
追加した。

・平成21年度の人材育成コースは団
体作業部会での企画・調整を検討し，
取り組みを実施したが，人材育成
ニーズ調査や企画・調整に関するノ
ウハウが不足しており，計画どおり
進めることができなかった。
・団体事務局としての業務も多忙で
あり，ノウハウの習得や人材育成
コースの企画・実施に時間をかける
ことも難しいとのことであった。

・人材育成ニーズ等は当センターで
毎年調査しており，データ共有が可
能であることから，今後は当セン
ター職員と協力して人材育成コース
の企画・調整を行い，団体役員会の
了承を経て実施することで整理し
た。
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年 人材育成コース名 人材育成コースの企画 実施状況・課題 改善提案

平
成
22
年
度

【技術習得コース】
１．電気設備設計
２．原価管理，積算
【資格取得コース】
３．第二種電気工事士
学科対策講習
４．第二種電気工事士
実技対策講習
５．第一種電気工事士
学科対策講習
７．第一種電気工事士
実技対策講習
（すべて団体主催の事
業内援助コース）

・平成22年度の人材育成コースは，
高知センター職員が企画を作成して
事務局と調整後，団体役員会に提出
し，了承を得て実施した。
・人材育成コースが４年目となり，
技術習得コースの受講者が減少して
きたことから，団体事務局で公報の
見直しを行い，他支部組合員等へも
積極的に案内するとともに，団体組
合員企業へFAXによる直前の案内
を行った。

・全体の受講者数は増加したが，団
体組合員の受講者は17社，50名と大
幅な減少があった。（H21年度は50
社，60名）特に，技術習得コースの
組合員受講者は２コースを合わせて
５名しかおらず早急な対応が必要と
なった。

・H19年度から実施している電気設
備設計，原価管理・積算両コースの
受講者が述べ65名に達しており，団
体組合員企業で未受講の育成対象者
が少なくなってきたことが原因であ
ると推測し，団体役員会で説明した。
（組合員企業は185社，内５名以下の
企業が過半数を占めており，ここ数
年は企業数が若干ながら減少してき
ている。）
・技術習得コースを追加し，受講で
きるメニューを増やすことで組合員
受講者の増加を目指すことを提案し
た。

・技術習得コースの受講者が「電気
設備設計（６名）」「原価管理，積算
（５名）」と低調であったため，不足
金が発生してしまった。

・両コースの実施について団体事務
局に相談し，団体役員会での確認を
依頼したところ，不足金が発生する
ことは問題ではあるが人材育成とい
う性質上「中止」するよりも「実施
すべき」とのことであったことから，
引き続き実施することとなった。

・公報の見直しにより，他支部組合
員の受講者が増加したことで，技術
習得コースなどの開催人数を確保す
ることはできたものの，団体組合員
受講者の増加にはつながらなかっ
た。（他支部組合員は一般扱い）

・技術習得コース等のコースについ
て，団体組合員だけでの開催は困難
になってきており，次年度以降も引
き続き他支部等への公報を依頼し
た。

平
成
23
年
度

【技術習得コース】
（在職者訓練コース）
１．電気設備設計
２．原価管理，積算
３．有接点シーケンス
による電動機制御
４．PLCによる自動化
制御技術
５．PLCによる自動化，
省力化制御技術
６．LAN構築施工，評
価技術
【資格取得コース】
（団体主査の事業内援
助コース）
７．第二種電気工事士
学科対策講習
８．第二種電気工事士
実技対策講習
９．第一種電気工事士
学科対策講習
10．第一種電気工事士
実技対策講習

・平成23年度は技術習得コースの追
加を検討したが，技術習得コースを
開催する時期を業界の閑散期に当た
る４月～７月を設定すると，育成対
象者が団体青年部に所属しているた
め行事等が多く受講が困難であるこ
と，また同様の時期に複数の団体が
講習会を計画しており（当センター
の在職者訓練を含む），日程を確保
すること自体が困難であることがわ
かった。
・上記理由から，新たに人材育成
コースを企画・追加するのではなく，
当センター（電気・電子系）が計画
する在職者訓練を人材育成コースと
して認定し，受講できるコースを増
やすことを提案した。（役員会で了
承）
・これまで団体事業内援助コースと
して実施していた「電気設備設計」
「原価管理，積算」両コースについ
ても在職者訓練としてモデルカリ
キュラムに申請し，全６コースの技
術習得コースをこれまでと同様に組
合員価格で提供できることとなっ
た。

・技術習得コースの受講者は定員42
名に対して33名であった。（受講者
のうち団体組合員は18名と前年度に
比べ13名の増加であった）
・当センターで企画する在職者訓練
は高知県の人材育成ニーズに基づい
て企画するものであり，当センター
電気・電子系の在職者訓練を団体の
「人材育成コース」として認定し実
施することにより，コースの企画・
実施および人材育成プランの更新等
についての団体の負担が軽減され
た。
・人材育成コースの申し込みなどに
ついても当センター在職者訓練とし
て実施することで，これまで団体事
務局が行っていた受付等の事務処理
の簡略化に繋がった。
・ここ数年，受講者が少なく不足金
が発生していた団体主催の事業内援
助コース（主に技術習得コース）は，
当センター在職者訓練として実施す
ることで，受講者が少ない場合でも
不足金が発生しないなど改善に繋
がった。
・公報については，当センターの在
職者訓練として実施することで，電
気工事業以外の企業に対しても広く
案内をすることができたことから，
団体組合以外の参加者が増加した。
（情報入手経路は団体リーフレット
が15％，当センターパンフレットが
13％であった）

・平成22年度に比べて団体組合員受
講者は増加したものの，次年度も継
続して組合員受講者の増加を目標と
し，公報の「方法」と「範囲」の見
直しを行うことを提案した。
・具体的には，当センター修了生の
採用企業等に訪問して人材育成コー
スの案内等を行うなど，個別での開
拓を行うことを計画している。
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図３-１　平成21年度高知県設備業（電気工事分野）人材育成プラン
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図３-２　平成21年度高知県設備業（電気工事分野）人材育成プラン
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の手法を「PDCAサイクル」を用いて整理し，「人
材育成プラン」に追加して提案を行った。（図3-1，
図3-2　高知県設備業（電気工事分野）人材育成プ
ラン参照）
　提案した「人材育成プラン」は，各委員から「実
際に利用したい」と意見が出るなど好評であった。
　また，社団法人高知県設備協会が主催する「平成
22年度経営管理者研修会」のテーマとして取り上げ
られ，「人材育成プランを活用したキャリア構築」
について研修を行った。

5．取り組み５年間のまとめ

　「平成18年高知県電気工事業人材高度化研究会」
から始まった人材育成の取り組みは，現在も継続中
である。６年前に作成した「人材育成プラン」は一
度の見直しを行ったものの，すべてが陳腐化したわ
けではなく，基本的な流れは変化していない。やは
り業界の基盤となる技術と人材像は長い間をかけて
築かれたものであり，人材育成プランはそれを整理
し，表現したにすぎないことを実感した。
　そして，当初目的として掲げた「自立してコース
設定が行えること」は残念ながら難しいことも見え
てきた。企業や団体は人材育成で利益を得るのでは
ないため，人材を育成することはコース料金以上に

会社へ負担が掛かる。
　しかしながら，団体と協力して人材育成を進める
なかで，お互いの得意分野を確認し，協力しあえば
「地域の人材育成」を継続すること，できることも
実感できた。やはり，人材育成のニーズ調査やコー
スの企画などは専門機関である当センター等の職業
訓練施設で実施すべきであり，在職者訓練などのメ
ニューを提供することで安定した人材育成を行うこ
とができるのである。
　ただし，当センターが単独で人材育成を実施する
のではなく，人材育成研究会などを通して団体や関
係機関等と積極的に連携し，人材育成プランに基づ
いて人材育成を実施する意識が大切であることを今
回の取り組みで実感した。得意分野だけを提供する
のではなく，不得意分野を補い合い，サービスを提
供することが地域から望まれる人材育成である。今
後も積極的に地域とかかわり，企業や団体，関係機
関等と連携して地域ぐるみの人材育成を継続してい
く。
　本稿の作成に当たり，人材高度化研究会を実施し
お力添えをいただきました，高知中央電気工事業協
同組合の皆さま，また研究会事務局，研究会役員の
皆さまへ心より感謝いたします。誠にありがとうご
ざいました。


